
裁判官の年収及び退職手当（推定計算）の総括表 時点 ５９期弁護士　山中理司（大阪）

修習期 人数
退職手当
勤続年数

自己都合
支給率

定年等
支給率

基本額
退職手当の

調整額
調整額 合計

¥28,944,000 ¥2,402,352
¥67,078,854 ¥5,567,544
¥21,110,400 ¥1,752,163
¥62,117,118 ¥5,155,720

3 東京高裁長官 ¥1,406,000 1 ３５期 1 ¥28,206,469 40 47.709 ¥67,078,854 ¥5,567,544 ¥72,646,398 ３５期 東京高裁長官
4 その他の高裁長官 ¥1,302,000 7 ３３期～３７期 7 ¥22,574,206 ¥23,199,947 ¥24,034,269 ¥25,077,171 ¥25,285,751 40 47.709 ¥62,117,118 ¥5,155,720 ¥67,272,838 ３３期～３７期 その他の高裁長官
5 ３２期 1 40 47.709 ¥56,058,075 ¥4,652,820 ¥60,710,895 ３２期
6 ３３期 7 39 47.709 ¥56,058,075 ¥4,652,820 ¥60,710,895 ３３期
7 ３４期 17 38 47.709 ¥56,058,075 ¥4,652,820 ¥60,710,895 ３４期
8 ３５期 18 37 47.709 ¥56,058,075 ¥4,652,820 ¥60,710,895 ３５期
9 ３６期 22 36 47.709 ¥56,058,075 ¥4,652,820 ¥60,710,895 ３６期

10 ３７期 29 35 47.709 ¥56,058,075 ¥4,652,820 ¥60,710,895 ３７期
11 ３８期 43 34 46.83015 ¥55,025,426 ¥4,567,110 ¥59,592,536 ３８期
12 ３９期 42 33 45.32355 ¥53,255,171 ¥4,420,179 ¥57,675,350 ３９期
13 ４０期 57 32 43.81695 ¥45,350,543 ¥3,764,095 ¥49,114,638 ４０期
14 ４１期 40 31 42.31035 ¥43,791,212 ¥3,634,670 ¥47,425,882 ４１期
15 ４２期 58 30 40.80375 ¥42,231,881 ¥3,505,246 ¥45,737,127 ４２期
16 ４３期 68 29 39.29715 ¥40,672,550 ¥3,375,821 ¥44,048,371 ４３期
17 ４４期 51 28 37.79055 ¥39,113,219 ¥3,246,397 ¥42,359,616 ４４期
18 ４５期 76 27 36.28395 ¥35,014,012 ¥2,906,162 ¥37,920,174 ４５期
19 ４６期 86 26 34.77735 ¥33,560,143 ¥2,785,491 ¥36,345,634 ４６期
20 ４７期 82 25 33.27075 ¥32,106,274 ¥2,664,820 ¥34,771,094 ４７期
21 ４８期 87 24 26.3655 ¥25,442,708 ¥1,055,872 ¥26,498,580 ４８期
22 ４９期 91 23 24.6915 ¥23,827,298 ¥988,833 ¥24,816,130 ４９期
23 ５０期 74 22 23.0175 ¥18,828,315 ¥781,375 ¥19,609,690 ５０期
24 ５１期 88 21 21.3435 ¥17,458,983 ¥724,548 ¥18,183,531 ５１期
25 ５２期 66 20 19.6695 ¥16,089,651 ¥667,721 ¥16,757,372 ５２期
26 ５３期 73 19 16.4973 ¥13,494,767 ¥560,033 ¥14,054,799 ５３期
27 ５４期 97 18 15.2920 ¥12,508,848 ¥519,117 ¥13,027,965 ５４期
28 ５５期 96 17 14.0867 ¥9,945,217 ¥412,727 ¥10,357,944 ５５期
29 ５６期 94 16 12.8814 ¥9,094,290 ¥377,413 ¥9,471,703 ５６期
30 ５７期 94 15 10.3788 ¥7,327,433 ¥304,088 ¥7,631,521 ５７期
31 ５８期 109 14 9.6422 ¥6,807,421 ¥282,508 ¥7,089,929 ５８期
32 ５９期 103 13 8.9057 ¥5,646,201 ¥234,317 ¥5,880,518 ５９期
33 ６０期 109 12 8.1691 ¥5,179,222 ¥214,938 ¥5,394,160 ６０期
34 ６１期 89 ¥9,676,205 ¥9,952,069 ¥10,227,933 ¥10,595,753 ¥10,779,662 ¥11,055,527 ¥11,147,481 ¥11,515,301 11 7.4326 ¥4,266,289 ¥177,051 ¥4,443,340 ６１期 判事７号
35 判事８号 ¥516,000 85 ６２期 91 ¥8,698,470 ¥8,946,459 ¥9,194,449 ¥9,525,102 ¥9,690,428 ¥9,938,418 ¥10,021,081 ¥10,351,734 10 5.0220 ¥2,591,352 ¥107,541 ¥2,698,893 ６２期 判事８号
番
号

号棒 報酬月額
初任給

調整手当
号別

在職人数
修習期 人数

地域手当
０％年収

地域手当
３％年収

地域手当
６％年収

地域手当
１０％年収

地域手当
１２％年収

地域手当
１５％年収

地域手当
１６％年収

地域手当
２０％年収

退職手当
勤続年数

自己都合
支給率

定年等
支給率

基本額
退職手当の

調整額
調整額 合計 修習期 号棒

36 ６３期 94 9 4.5198 ¥2,332,217 ¥2,332,217 ６３期
37 ６４期 87 8 4.0176 ¥1,691,811 ¥1,691,811 ６４期
38 ６５期 62 7 3.5154 ¥1,480,335 ¥1,480,335 ６５期
39 判事補２号 ¥387,800 61 ６６期 68 ¥7,155,879 ¥7,357,613 ¥7,559,346 ¥7,828,324 ¥7,962,813 ¥8,164,547 ¥8,231,791 ¥8,500,769 6 3.0132 ¥1,168,519 ¥1,168,519 ６６期 判事補２号
40 判事補３号 ¥364,900 77 ６７期 80 ¥6,327,366 ¥6,517,186 ¥6,707,007 ¥6,960,102 ¥7,086,649 ¥7,276,470 ¥7,339,744 ¥7,836,409 5 2.5110 ¥916,264 ¥916,264 ６７期 判事補３号
41 判事補４号 ¥341,600 75 ６８期 80 ¥5,923,344 ¥6,101,044 ¥6,278,744 ¥6,515,678 ¥6,634,145 ¥6,811,845 ¥6,871,079 ¥7,336,030 4 2.0088 ¥686,206 ¥686,206 ６８期 判事補４号
42 判事補５号 ¥319,800 ¥19,000 69 ６９期 69 ¥5,702,176 ¥5,866,401 ¥6,030,627 ¥6,249,594 ¥6,359,077 ¥6,523,302 ¥6,578,044 ¥6,797,011 3 1.5066 ¥481,811 ¥481,811 ６９期 判事補５号
43 判事補６号 ¥304,700 ¥30,900 64 ７０期 65 ¥5,586,502 ¥5,742,973 ¥5,899,444 ¥6,108,072 ¥6,212,386 ¥6,368,857 ¥6,421,014 ¥6,629,642 2 1.0044 ¥306,041 ¥306,041 ７０期 判事補６号
44 判事補７号 ¥287,500 ¥45,100 ¥5,462,481 ¥5,610,119 ¥5,757,758 ¥5,954,609 ¥6,053,035 ¥6,200,673 ¥6,249,886 ¥6,446,737 判事補７号
45 判事補８号 ¥277,600 ¥51,100 82 ７１期 82 ¥5,365,018 ¥5,507,572 ¥5,650,127 ¥5,840,199 ¥5,935,236 ¥6,077,790 ¥6,125,308 ¥6,315,381 1 0.5022 ¥139,411 ¥139,411 ７１期 判事補８号
46 判事補９号 ¥256,300 ¥70,000 75 ７２期 75 ¥5,170,188 ¥5,300,094 ¥5,429,999 ¥5,603,207 ¥5,689,811 ¥5,819,716 ¥5,863,018 ¥6,036,226 0 0.0000 ¥0 ¥0 ７２期 判事補９号
47 判事補１０号 ¥247,400 ¥75,100 ¥5,081,023 ¥5,206,417 ¥5,331,812 ¥5,499,005 ¥5,582,601 ¥5,707,996 ¥5,749,794 ¥5,916,987 判事補１０号
48 判事補１１号 ¥240,800 ¥83,900 ¥5,021,538 ¥5,141,980 ¥5,262,422 ¥5,423,011 ¥5,503,306 ¥5,623,748 ¥5,663,896 ¥5,824,485 判事補１１号
49 判事補１２号 ¥234,900 ¥87,800 ¥4,969,970 ¥5,087,461 ¥5,204,952 ¥5,361,607 ¥5,439,934 ¥5,557,425 ¥5,596,589 ¥5,753,244 判事補１２号

＊１　号別在職人数は最高裁の開示文書によるものであり，かつ，育児休業取得者及び配偶者同行休業取得者を含まないのに対し，修習期ごとの分布は筆者の独自集計によるものであり，かつ，育児休業取得者及び配偶者同行休業取得者を含むものであるから，両者の合計は一致しない。
＊２　判事４号までは勤続期間に応じて平等に昇給するものとされていることから，判事４号以下の修習期ごとの年収については，それぞれの修習期の年収にほぼ一致していると思われる。
＊３　１級地の地域手当２０％は，東京高裁，知財高裁又は東京地家裁本庁に勤務する裁判官に適用される。
　　　 ２級地の地域手当１６％は，大阪高裁，大阪地家裁本庁，横浜地家裁本庁又は横浜地家裁川崎支部に勤務する裁判官に適用される。
　　　 ３級地の地域手当１５％は，名古屋高裁，千葉地家裁本庁又は名古屋地家裁本庁に勤務する裁判官に適用される。
　 　　４級地の地域手当１２％は，東京地家裁立川支部，横浜地家裁相模原支部又は神戸地家裁本庁に勤務する裁判官に適用される。

＊４　地域手当支給地域に６か月を超えて在勤した職員が支給割合のより低い地域又は支給地域とされていない地域に異動した場合，異動の日から２年間，１年目は異動の日の前日に在勤していた地域に係る支給割合，２年目は１年目の８０％の地域手当が支給されている（地域手当の異動保障）。
＊５　自宅及び職場の両方が６０ｋｍ以上離れた地域への異動があった場合，３年間，報酬，扶養手当等の合計の５％（６０ｋｍ以上３００ｋｍ未満の場合）又は１０％（３００ｋｍ以上の場合）が広域異動手当として支給される。
　　　 ただし，地域手当の異動保障及び広域異動手当については，いずれか多い方しか支給してもらえない。
＊６　最高裁長官の退職手当は，東京高裁長官を経て最高裁に５年１月在職したものとして計算し，最高裁判事の退職手当は，その他の高裁長官を経て最高裁に５年１月在職したものとして計算した。最高裁裁判官の勤続期間につき，勤続期間の年未満の端数は切り上げであり，支給率は１年当たり２．４月である。
＊７　５０歳以上の裁判官が早期退職募集制度を利用して依願退官した場合，退職手当の支給率は定年の場合と同じになることにかんがみ，２５年以上勤務した裁判官の退職手当については，定年等支給率に基づいて計算した（ただし，４６期の岡口基一のように分限裁判を受けた裁判官は対象外である。）。
＊８　退職手当の基本額は，退職時の報酬月額×支給率であり，退職手当の調整額は，調整月額×６０月（退官直前５年間の号棒に基づいて計算する。）である。支給率は勤続期間に応じて定まるものであり，勤続期間の年未満の端数は切り捨てとなるため，判事補の任期満了直前に依願退官した場合，勤続期間は９年となる。
＊９　平成３０年１月１日以降，退職手当の調整額は退職手当の基本額の８．３％となる（国家公務員退職手当法６条の４第４項５号ロ・附則２６項）。勤続期間が２４年以下の自己都合退職の場合，退職手当の調整額は半分となり（法６条の４第４項３号），勤続期間が９年以下の自己都合退職の場合，退職手当の調整額はない（法６条の４第４項４号）。
＊１０　「号別在職人数」及び「修習期ごとの分布」につき，民間企業長期研修又は海外留学をしている裁判官は含まれるものの，行政機関等への出向，育児休業，配偶者同行休業又は弁護士職務経験をしている裁判官は含まれない。

　　　 ６級地の地域手当６％は，仙台高裁，高松高裁，さいたま地家裁川越支部・越谷支部，宇都宮地家裁，前橋地家裁高崎支部，静岡地家裁本庁・沼津支部，甲府地家裁本庁，大阪地家裁岸和田支部，神戸地家裁明石支部，奈良地家裁葛城支部，和歌山地家裁本庁，名古屋地家裁岡崎支部，津地家裁本庁，岐阜地家裁本庁，仙
台高裁，仙台地家裁本庁又は高松地家裁本庁に勤務する裁判官に適用される。

最高裁長官

基本額の
８．３％
☓０．５

令和2年7月1日

号棒
地域手当
６％年収

地域手当
１０％年収

地域手当
１２％年収

地域手当
１５％年収

地域手当
２０％年収

判事補１号

番
号

号棒
H31.4.1～
報酬月額

初任給
調整手当

地域手当
０％年収

地域手当
３％年収

修習期
号別

在職人数

基本額の
８．３％

¥7,770,347 ¥7,989,403 ¥8,208,460 ¥8,500,535

¥17,813,417¥16,267,487 ¥16,731,266

¥12,580,002 ¥13,032,407¥11,901,395

最高裁判事
（期外は３人）

退職手当（基本額及び調整額の合計）

1
６年勤務として１４．４月分とする。

６年勤務として１４．４月分とする。
東京高裁長官としての分

令和２年７月１日現在
修習期ごとの分布 地域手当

１６％年収

¥103,992,750

¥90,135,401

223

14

357

判事１号 ¥1,175,000

判事３号 ¥965,000

¥421,100判事補１号

２９期

２９期～３５期

¥40,323,615

¥29,410,159

２９期

２９期～３５期

1

11
その他の高裁長官としての分

1

2

¥2,010,000

¥1,466,000

最高裁長官

最高裁判事
（期外は３人）

172 ¥17,944,933 ¥18,442,354 ¥19,105,582 ¥19,437,196

¥12,240,698

¥1,035,000判事２号

　 　　５級地の地域手当１０％は，広島高裁，福岡高裁，横浜地家裁小田原支部・横須賀支部，千葉地家裁松戸支部，水戸地家裁本庁，水戸地家裁土浦支部，大阪地家裁堺支部，京都地家裁，神戸地家裁尼崎支部・伊丹支部，奈良地家裁本庁，大津地家裁本庁，津地家裁四日市支部，広島地家裁本庁又は福岡地家裁本庁に勤務
する裁判官に適用される。

　 　　７級地の地域手当３％は，札幌高裁，さいたま地家裁熊谷支部，千葉地家裁木更津支部，宇都宮地家裁真岡支部，前橋地家裁本庁，長野地家裁本庁・松本支部・諏訪支部・伊那支部，新潟地家裁本庁，静岡地家裁浜松支部・冨士支部・掛川支部，神戸地家裁姫路支部，大津地家裁長浜支部，名古屋地家裁豊橋支部・一宮支
部・半田支部，津地家裁伊賀支部，岐阜地家裁大垣支部・多治見支部，福井地家裁本庁，金沢地家裁本庁，富山地家裁本庁，山口地家裁周南支部，岡山地家裁本庁，福岡地家裁小倉支部，長崎地家裁本庁，徳島地家裁本庁・阿南支部又は札幌地家裁本庁に勤務する裁判官に適用される。

¥8,646,572 ¥8,865,628 ¥8,938,647

¥19,934,617

¥13,711,014

¥15,886,132

¥9,230,722

¥17,447,512 ¥20,100,424

¥13,789,435 ¥14,182,565 ¥14,575,696 ¥15,099,871 ¥15,361,958 ¥15,755,089

¥17,195,045

¥16,410,307

¥13,258,609 ¥13,597,913

¥12,718,991¥12,312,723

¥20,763,652

¥14,163,419

¥18,740,975 ¥19,359,347

147 ¥19,807,562 ¥20,372,267 ¥20,936,972 ¥21,689,912 ¥22,819,322

¥10,687,655 ¥10,992,355 ¥11,297,055 ¥11,703,323

¥22,066,382 ¥22,631,087

¥18,122,603 ¥18,586,382

¥11,906,456 ¥12,211,157

（なし。）

¥818,000 589

¥23,572,262 判事１号

判事６号

判事５号

判事４号

判事３号

判事２号

判事４号

判事５号

判事６号

判事７号

189

302

190

¥706,000

¥634,000

¥574,000
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